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会費などの従量制のご案内 

 

お客様の安心のため、新型コロナ禍が終息するまでの期間において、再開月振替分から暫定的に以下のような“月

会費などの従量制”を採用します。 

 

●従量制の暫定導入に伴い、金融機関からの月会費などの自動振替は、(毎月６日から変更し)毎月２３日とします。

（例）６月分振替日は６月２３日(月)ですが、前月までの収納分との差額調整を行いますので、自動振替が発生しない

方がいらっしゃいます。ご不明の方は、マイページで確認ください。 

 

●アクラブでは、毎月(従来は６日)、“当月分”を金融機関から自動振替をさせていただいています。従量制において

も“当月分”を金融機関から自動振替させていただく点においては変更がございませんが、“従量制”下に於いては、

その際に前月の営業日数により差額調整をさせていただきます。 

 

●新型コロナ禍が終息し、通常通りの営業を可能と判断した場合には、アクラブの判断により従来会費制度に復しま

す。その場合には、会費振替日を毎月６日に戻し、その１週間以上前までにメールやホームページでご案内を差し上

げます。 

 

【月会費などの従量制―具体的な算式】 

 

前月の営業日数に準拠しての従量制を暫定導入します。[例]…５月の営業日数が６月収納会費に反映されます。 

                       ※月の標準営業日数… 5日ｘ４週＝20日 

月の営業日数が… 

 16日～２0日の場合 → １００％課金 

 11日～15日の場合 →  ７５％課金 

  6日～１0日の場合 →  ５０％課金 

  ４日～ 5日の場合 →  ２５％課金 

  １日～ ３日の場合 →  １５％課金 

０日の場合  →   ０％課金 

 

※燃料付加料金は通常通りに課金させていただきます。 

但し、当該月に於いて、一日もアクラブが営業できなかった場合には燃料付加料金の課金を行いません。 

 


